
第２期宮古島市子ども・子育て支援事業計画中間見直し委託業務 

仕様書 

 

１．業務名 

  本委託業務は、第２期宮古島市子ども・子育て支援事業計画中間見直し委託業務（以

下、「本業務」という。）という。 

 

２．目的 

  本業務は、子ども・子育て支援法に基づき、令和２年度から令和６年度までの５カ

年を期間とする「第２期宮古島市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しを行う

にあたり、就学前児童数の推計や教育・保育需要等の分析、計画見直しにおける助言、

子ども・子育て会議等の運営支援を実施し、計画見直しのための基礎資料を作成する

ことを目的とする。 

 

３．業務期間 

  契約締結日の翌日から令和５年３月 17 日（金）まで 

 

４．提出書類 

 受託者は、本業務の着手及び完了に際し、次の書類を提出するものとする。 

(1) 業務実施計画書 

(2) 着手届 

(3) 管理責任者届 

(4) 業務工程表 

(5) 完了届 

(6) 業務に係る経費内訳書及び証憑書類 

(7) その他、委託者が指示する書類 

 

５．業務内容 

 本業務を受託した事業者は、以下の業務を行うものとする。 

（1） 第２期宮古島市子ども・子育て支援事業計画の見直し支援 

沖縄県の「市町村子ども・子育て支援事業計画中間年の見直しについて（平成 29

年６月）」を参考にしながら、見直しに必要な業務を行う。 



 

 



 

 

 



 

 （２）宮古島市子ども・子育て会議の支援 

   宮古島市子ども・子育て会議の開催にあたり、資料作成、必要な助言、会議運営

支援を行う。全４回程度の開催を予定している。 

 

 （３）報告書の作成 

  （１）～（２）を踏まえ、報告書を作成する。 

 

６．成果品 

 （１）報告書 

 （２）上記データをまとめた CD-R 等の電子データ  １枚 

    ※成果物の権利は、市の帰属とする。 

 

７．納入場所 

  宮古島市 福祉部 子ども未来課 

 

８．業務実施上の注意 

(1) 市と十分な協議のうえ本業務を実施すること。 

(2) 業務を円滑・適正に運営するための組織・人員体制を確保すること。 

(3) 本業務の経理を明確にするため、受託者は他の経理と明確に区分して会計処理



を行うこと。 

(4) 本業務の実施や成果の提出において、第三者の知的財産権等を侵害していない

ことを保証すること。 

(5) 業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、個人情報及び個人情報の保

護に努めること。宮古島市個人情報保護条例を遵守し、業務上知り得た個人情報等

の秘密事項を他人に漏らしてはならない。本業務終了後も同様とする。 

(6) 契約期間中は本業務の進捗状況を随時市へ報告し、遂行すること。 

(7) 受託者は、会議、協議、打ち合わせ事項等において、議事録を作成し提出する

こと。 

 （8）成果品に誤りや不備が発見された場合は、委託期間完了後であっても受託者の

責任において無償で訂正を行うものとする。 

 

９．その他事項 

 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議する。 


